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令和7年度 あきた暮らし応援事業

移住定住登録をした上で、令和７年３月１日から令和８年２月２８日までに秋田県内へ移住し、
（公財）秋田県ふるさと定住機構(TEL. 018-826-1731)へ移住完了報告し受理された方。

令和７年４月１日から令和８年３月１０日まで（必着）



〒013-0021 秋田県横手市駅前町6-33

 A-STA

商工団体名

300
移住者・県内での地域おこし協力隊経験者の場合



令和7年4月1日から令和8年2月20日（消印有効）まで

TEL：０１８－８６０－３７５１

次の２つの奨学金返還助成制度で働く若者を応援します！

募集人数制限なし

※成長５分野に就職する「未来創生分」の場合。それ 
　以外は、上限１３万３千円／年（助成率２／３）の 
  「一般分」。 

✔四年制大学卒相当以上の方が対象 
✔登録企業（※）への就職が必要 
✔助成金上限２０万円／年（助成率１０／１０） 

✔学歴は不問 
✔正規・非正規でも対象 
✔助成金上限２０万円／年（助成率１０／１０）※ 



D

・中古住宅を購入し、令和6年10月1日
　以降に所有権を取得した方

※令和7年4月1日以降に完了し、令和8年3月13日まで完了実績報告ができる工事が対象となります。



令和7年1月1日から令和7年12月31日までに
で、①②のいずれかに該当する方

令和6年度に1年度目と2年度目の申請をした方

令和7年4月1日から令和8年1月31日まで

令和7年4月1日から令和8年1月31日まで

通信費（インターネットプロバイダ料など）、本社等への交通費、
レンタルオフィス利用料など





60
２／３

令和7年4月1日から令和8年2月27日まで

60

等



2025シーズン 2025シーズン　ホームゲーム 2025-26シーズン 2025-26シーズン

ポータルサイトで移住定住登録をしよう！

移住定住登録とは？

秋田暮らし応援補助金

移住後、秋田暮らし応援補助金（各種要件あり）、様々な施設で利用できるパスポートや

プロスポーツチームの観戦チケットのプレゼントなど、各種サービスを受けることができます。




